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                山 口 県 教 育 委 員 会                     

 

 



議案

番号 件　　　　　名 主　管　課

1 山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認） 教 育 政 策 課

2
山口県資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定についての意見の
申出について（報告承認）

教 育 政 策 課

3
職員の退職手当に関する条例及び職員の再任用に関する条例の一部を改
正する条例の制定についての意見の申出について（報告承認）

教 育 政 策 課
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2 
 

 

 

 議 案 第 １ 号 

 

 

 

山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認） 

 

  山口県教育委員会表彰規則（昭和６１年山口県教育委員会規則第６号）第２条

の規定に基づき、平成２７年度教育功労者を次のとおり決定したので報告し、承

認を求めます。 

 

 

 

 

 平成２７年(2015 年)６月１８日 

 

山口県教育委員会     

教育長 浅原 司   
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永年精勤の部（表彰規則第２条第６号） 
 

所 属 名 職名 氏   名 勤務年数 備  考 

下関市立文洋中学校 教諭  安冨 生人 ３５年 
平成２７年５月２６日 

死亡退職 
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 議 案 第 ２ 号 

 

 

山口県資金積立基金条例の一部を改正する条例についての  

意見の申出について（報告承認）ああああああああああああ  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して

承認を求めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年(2015 年)６月１８日  

 

山口県教育委員会     

教育長 浅原 司   
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議
案
第 

 
 

号 

山
口
県
資
金
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

平
成
二
十
七
年 

 

月 
 
 

日
提
出 

山

口

県

知

事 
 

村

岡

嗣

政 

山
口
県
資
金
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

山
口
県
資
金
積
立
基
金
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
山
口
県
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
臨
時
特
例
基
金
の
項
を
削
る
。 

 

附

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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 議 案 第 ３ 号 

 

 

職員の退職手当に関する条例及び職員の再任用に関する条例の一部を  

改正する条例の制定についての意見の申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して

承認を求めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年(2015 年)６月１８日  

 

山口県教育委員会     

教育長 浅原 司  
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議
案
第
五
号 

 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

平
成
二
十
七
年 

 

月 
 

日
提
出 

山
口
県
知
事 

村 

岡 

嗣 

政 

 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
八
十
四
条
第
二
項
」
を
「
厚
生

年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

（
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
四
項
中
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」

を
「
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

新
旧
対
照
表 

 
 

      
○
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例 

昭
和
二
十
九
年
二
月
十
二
日 

山

口

県

条

例

第

五

号

 

 

（
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
） 

第
三
条 

 

（
略
） 

２ 
 

前
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
傷
病
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に

該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
、
次

条
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

死
亡
に
よ
ら
ず
、
か
つ
、
第
八
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受

け
な
い
で
、
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
第
十
二
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
者
及
び
傷
病
に
よ
ら
ず
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
を
受
け
て
退
職

し
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
「
自

己
都
合
等
退
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
自

己
都
合
等
退
職
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
当
該
各
号

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

一
～
三
（
略
） 

 

改 
 

正 
 

案 

 
 
      

○
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例 

昭
和
二
十
九
年
二
月
十
二
日 

山

口

県

条

例

第

五

号

 

 

（
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
） 

第
三
条  

（
略
） 

２ 
 

前
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
傷
病
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法(

昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
八
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障

害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。
以
下
こ

の
項
、
次
条
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
、
か
つ
、
第
八
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す

る
認
定
を
受
け
な
い
で
、
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
第
十
二

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
及
び
傷
病
に
よ
ら
ず
、
地
方
公
務
員
法
第
二

十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
を

受
け
て
退
職
し
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
の
四
第
四
項
に

お
い
て
「
自
己
都
合
等
退
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基

本
額
は
、
自
己
都
合
等
退
職
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と

き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額

に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

一
～
三
（
略
） 

 

現 
 
 
 
 

行 
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
 

新
旧
対
照
表 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

○
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
三
日 

山

口

県

条

例

第

三

号 

 

 

附 

則 

 
 

１
～
３ 

（
略
） 

 

４ 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
七
条
の

三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
警
察
職
員
等
で
あ
る
職
員
に
対
す
る
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。 

 
 
 

（
以
下
略
） 

改 

 

 

 

 

 

正 

 

 

 

 

 

案 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

附 

則 

 
 

１
～
３ 

（
略
） 

 
 

      

（
以
下
略
） 

現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 
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議案第３号 参考資料 

 

 

職員の退職手当に関する条例及び職員の再任用に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

 

１ 改正の理由 

  被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成２４年法律第６３号）の施行に伴い、所要の改正をするもの。 

 

 

２ 改正の概要 

  ・職員の退職手当に関する条例第３条第２項において引用されている地方

公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第８４条第２項が削

除され、同項の規定が厚生年金保険法第４７条第２項によることとなる

ため、該当部分の改正を行う。 

  ・職員の再任用に関する条例附則第４項において引用されている地方公務

員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）附則第１８条の２第１項

第１号が削除され、同項の規定が厚生年金保険法附則第７条の３第１項

第４号によることとなるため、該当部分の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  平成２７年１０月１日から施行する。 

 



報告事項

番号 件　　　　　名 主　管　課

1 公立学校施設の耐震化について 教 育 政 策 課

2 山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）について 教 育 政 策 課

3 山口県子どもの貧困対策推進計画(最終案)について 教 育 政 策 課
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報告事項１ 

公立学校施設の耐震化について 
《平成２７年４月１日現在（６月２日文部科学省公表）》 

 

 

○ 建物（構造体）の耐震化 

１ 県立学校 

  (1) 耐震化率 
 

区 分 

H27.4.1 
     

全棟数 
耐震性の

ない建物 
耐震化率 

対前年比 

(ﾎﾟｲﾝﾄ) 

全国 

順位 

県 立 学 校 
(県立高校＋特別支援学校) 

山口県 624棟 16棟 97.4％(95.1%) 2.3 － 

公立高等学校 
(県立高校＋市立下関商業高校 ) 

山口県 531棟 17棟 96.8％(93.9%) 2.9 22位 

(21 位) 全 国 29,803棟 1,866棟 93.7％(90.0%) 3.7 

特別支援学校 
山口県 100棟 1棟 99.0％(99.0%) 0.0 33位 

(26 位) 全 国 5,756棟 107棟 98.1％(96.5%) 1.6 
・（ ）内は、平成２６年４月１日現在の値 

 (2) 今後の取組 

・今年度完了に向けて、残る１６棟の耐震改築・補強工事等を集中的に実施 
 

 ２ 市町立学校 

  (1) 耐震化率 
 

区 分 

H27.4.1 
  

耐震化率 

 

全棟数 
耐震性の

ない建物 

対前年比 

(ﾎﾟｲﾝﾄ) 

全国 

順位 

小 中 学 校 
山口県 1,704棟 224棟 86.9％(80.8%) 6.1 44位 

(44 位) 全 国 118,504棟 5,212棟 95.6％(92.5%) 3.1 

幼 稚 園 
山口県 43棟 15棟 65.1％(52.7%) 12.4 44位 

(45 位) 全 国 4,509棟 601棟 86.7％(83.6%) 3.1 
・（ ）内は、平成２６年４月１日現在の値 

 
※ 耐震化完了時期（見込）が 28 年度以降の市町（小中学校） 

    下関、宇部、防府、下松、岩国、柳井、美祢、山陽小野田、上関 

  (2) 今後の取組 

・ ２７年度中の耐震化完了が厳しい市町に対し、課題を踏まえた検討・協議

など、早期完了に向けた働きかけを強化 

・ 耐震化事業に対する国庫補助の嵩上げ措置や地方債措置（全国防災事業債）

が、２７年度で終了するため、国に対し、支援措置の延長・拡充を要望 
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■市町別状況（小中学校） 

市 町 名 

H27.4.1 耐震化 

完了時期 

（見込み） 

   

全棟数 
耐震性の 

ない建物 
耐震化率 

対前年比 

(ポイント) 

下 関 市 338棟 60棟  82.2％( 73.0%) 9.2 (28年度以降) 

宇 部 市 152棟 31棟  79.6％( 76.8%) 2.8 (28年度以降) 

山 口 市 205棟 2棟  99.0％( 96.6%) 2.4 27年度 

萩 市 91棟 18棟  80.2％( 73.1%) 7.1 27年度 

防 府 市 127棟 18棟  85.8％( 81.9%) 3.9 (28年度以降) 

下 松 市 38棟 6棟  84.2％( 81.1%) 3.1 (28年度以降) 

岩 国 市 180棟 35棟  80.6％( 73.5%) 7.1 (28年度以降) 

光 市 63棟 0棟 100.0％( 93.7%) 6.3 26年度完了 

長 門 市 49棟 2棟  95.9％( 79.6%) 16.3 27年度 

柳 井 市 55棟 6棟  89.1％( 89.1%) 0.0 (28年度以降) 

美 祢 市 72棟 6棟  91.7％( 91.7%) 0.0 (28年度以降) 

周 南 市 163棟 32棟  80.4％( 69.1%) 11.3 27年度 

山陽小野田市 74棟 3棟  95.9％( 95.9%) 0.0 (28年度以降) 

周 防 大 島 町 42棟 0棟 100.0％( 92.9%) 7.1 26年度完了 

和 木 町 7棟 0棟 100.0％(100.0%) 0.0 24年度完了 

上 関 町 7棟 2棟  71.4％( 57.1%) 14.3 (28年度以降) 

田 布 施 町 16棟 0棟 100.0％( 94.4%) 5.6 26年度完了 

平 生 町 14棟 2棟  85.7％( 71.4%) 14.3 27年度 

阿 武 町 11棟 1棟  90.9％( 90.9%) 0.0 27年度 

市 町 計 1,704棟 224棟  86.9％( 80.8%) 6.1  

 （ ）内は、平成２６年４月１日現在の値 
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○ 屋内運動場等における吊り天井の落下防止対策 

１ 県立学校 

  (1) 吊り天井の落下防止対策状況 
 

区 分 

H27.4.1 
     

全棟数 

吊り天井 

を有する

棟数 

 
吊り天井 

を有して 

いない棟数 

 

対策実施

済の棟数 

対策未実 

施の棟数 

うちＨ２６ 

天井撤去 

対策済棟数 

県 立 学 校 
(県立高校＋特別支援学校) 

山口県 141棟 9棟 3棟 6棟 132棟 40棟 

公立高等学校 
(県立高校＋市立下関商業高校 ) 

山口県 133棟 10棟 3棟 7棟 123棟 40棟 

全 国 8,586棟 1,578棟 85棟 1,493棟 7,006棟 426棟 

特別支援学校 
山口県 12棟 0棟 0棟 0棟 12棟 0棟 

全 国 1,120棟 165 棟 19棟 146棟 955棟 62棟 

   (2) 今後の取組 

・ 今年度完了に向けて、残る６棟（うち２棟は補強工事に併せて実施）の撤

去工事を実施 
 

 ２ 市町立学校 

  (1) 吊り天井の落下防止対策状況 
 

区 分 

H27.4.1 
     

全棟数 

吊り天井 

を有する

棟数 

 
吊り天井 

を有して 

いない棟数 

 

対策実施

済の棟数 

対策未実 

施の棟数 

うちＨ２６ 

天井撤去 

対策済棟数 

小 中 学 校 
山口県 481棟 126棟 1棟 125棟 355棟 7棟 

全 国 33,392 棟 5,256棟 407棟 4,849棟 28,136 棟 1,266棟 

幼 稚 園 
山口県 1棟 0棟 0棟 0棟 1棟 0棟 

全 国 158棟 30棟 2棟 28棟 128棟 0棟 
 

※ 対策完了時期（見込）が 28年度以降の市町（小中学校） 

    下関、宇部、山口、萩、防府、岩国、長門、周南、周防大島、和木、田布施 

   (2) 今後の取組 

・ 校舎等の耐震化と同じ 
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■市町別状況（小中学校） 

市 町 名 

H27.4.1 

落下防止対策 
    

全棟数 

     
吊り天井

を有する

棟数 

対策 

実施済の

棟数 

対策 

未実施の 

棟数 

吊り天井 

を有して 

いない棟数 

うちＨ２６ 

天井撤去 

対策済棟数 

完了時期 

(見込み) 

下 関 市 88棟 13棟 0棟 13棟 75棟 0棟 (28年度以降) 

宇 部 市 36棟 3棟 0棟 3棟 33棟 0棟 (28年度以降) 

山 口 市 52棟 24棟 0棟 24棟 28棟 0棟 (28年度以降) 

萩 市 28棟 2棟 0棟 2棟 26棟 0棟 (28年度以降) 

防 府 市 29棟 10棟 0棟 10棟 19棟 0棟 (28年度以降) 

下 松 市 14棟 1棟 0棟 1棟 13棟 0棟 27年度 

岩 国 市 57棟 27棟 1棟 26棟 30棟 1棟 (28年度以降) 

光 市 21棟 4棟 0棟 4棟 17棟 0棟 27年度 

長 門 市 21棟 8棟 0棟 8棟 13棟 0棟 (28年度以降) 

柳 井 市 17棟 1棟 0棟 1棟 16棟 0棟 27年度 

美 祢 市 25棟 9棟 0棟 9棟 16棟 0棟 27年度 

周 南 市 41棟 10棟 0棟 10棟 31棟 5棟 (28年度以降) 

山陽小野田市 22棟 7棟 0棟 7棟 15棟 0棟 27年度 

周防大島町 12棟 3棟 0棟 3棟 9棟 0棟 (28年度以降) 

和 木 町 2棟 1棟 0棟 1棟 1棟 0棟 (28年度以降) 

上 関 町 4棟 0棟 0棟 0棟 4棟 1棟 26年度完了 

田 布 施 町 6棟 3棟 0棟 3棟 3棟 0棟 (28年度以降) 

平 生 町 4棟 0棟 0棟 0棟 4棟 0棟 吊り天井なし 

阿 武 町 2棟 0棟 0棟 0棟 2棟 0棟 吊り天井なし 

市 町 計 481棟 126棟 1棟 125棟 355棟 7棟  

 
 

















意見交換

番号 件　　　　　名 主　管　課
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家庭教育支援の充実について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細、別冊資料のとおり 

 

１ 家庭教育支援の主な今日的な課題 

 

２ 家庭教育支援に係る国の動向 

 

３ 家庭教育に係る本県の取組 

 ①意識啓発・情報提供の推進 

  ・家庭の元気応援キャンペーン 

  ・保護者向けリーフレット「夢をはぐくむ家庭の元気」 

  ・わが家のやくそく大募集 

 

 ②保護者への学習機会の提供 

  ・家庭教育出前講座 

  ・山口県ＰＴＡ指導者研修会 

  ・おやじの会、おやじの学校 

 

 ③地域における相談・支援体制の充実 

  ・「地域協育ネット」を活用した支援のネットワークの構築 

  ・「家庭教育アドバイザー養成講座」 

  ・「家庭教育アドバイザーステップアップ講座」 

 

 ④専門家による相談・支援の充実 

  ・「やまぐち総合教育支援センター」における相談・支援の充実 

 

４ 家庭教育支援の充実に向けて 

  ・家庭教育支援者の裾野の拡大 

・身近な支援体制の一層の充実 


